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周防大島町地域公共交通利便増進実施計画の第 1回変更に係る新旧対照表 

 

新 旧 備考 

第２章 利便増進事業の内容・実施主体 第２章 利便増進事業の内容・実施主体  

（略） （略）  

2.2 利便増進事業の概要 2.2 利便増進事業の概要  

2.2.1 令和 7年 10月実施の事業内容・実施主体 2.2.1 令和 7年 10月実施の事業内容・実施主体  

（略） （略）  

 

 

運行事業者の変更に合わせ

た修正 
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新 旧 備考 

2.4 利便増進実施対象路線 2.4 利便増進実施対象路線  

（略） （略）  

  

運行事業者の変更に合わせ

た修正 

   

2.5 利便増進事業の内容 2.5 利便増進事業の内容  

2.5.1 令和 7年 10月実施－大島地区における見直し 2.5.1 令和 7年 10月実施－大島地区における見直し  

①運行の狙いと運行系統表 ①運行の狙いと運行系統表  

  

 

 

運行事業者の変更と 

運行内容の変更に伴う修正 
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新 旧 備考 

③運行回数 ③運行回数  

 
 

 

運行内容の変更に伴う修正 

   

④運行図 ④運行図  

  

乗降場所の増設に伴う修正 

ｖ 



- 4 - 

新 旧 備考 

⑤運賃 ⑤運賃  

（略） （略）  

協議運賃区間に係る定期券 協議運賃区間に係る定期券  

  

運行事業者の変更に合わせ

た修正 

   

第３章 周防大島町による支援の内容 第３章 周防大島町による支援の内容  

①地域旅客運送サービスの確保・維持に対する支援 ①地域旅客運送サービスの確保・維持に対する支援 運行内容の変更に伴う修正 

 地域住民の生活を支える地域旅客運送サービスを確保・維持していくため、交通事業者に  地域住民の生活を支える地域旅客運送サービスを確保・維持していくため、交通事業者に  

対して運行に係る経費を支援します。 対して運行に係る経費を支援します。  

●奥畑線乗合タクシーの運行経費と、運賃収入・地域内フィーダー系統補助・沿線施設の ●奥畑線乗合タクシーの運行経費と、運賃収入・地域内フィーダー系統補助・沿線施設の  

  送迎バス代替に伴い町が負担する運賃の合算額との差額を町が負担します。   送迎バス代替に伴い町が負担する運賃の合算額との差額を町が負担します。  

   

    削除 支援に係る経費： (調整中) 円（令和 7年度予算）  

   

第５章 事業の効果 第５章 事業の効果  

5.1. 再編に伴う利便性・効率性への効果 5.1. 再編に伴う利便性・効率性への効果  

5.1.1 令和 7年 10月実施 5.1.1 令和 7年 10月実施  

（略） （略）  

  

運行内容の変更に伴う修正 

   

第６章 事業の実施に必要な資金の額・調達方法 第６章 事業の実施に必要な資金の額・調達方法  

6.1. 資金の額・調達方法  6.1. 資金の額・調達方法   

6.1.1 令和 7年 10月実施 6.1.1 令和 7年 10月実施  

  

運行内容の変更に伴う修正 

   

   

   

   
 


